
健康管理医業務等受託候補者選定要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、京都市における健康管理医業務、労働安全コンサルタント業務及び人

事異動後面談業務（以下「各業務」という。）の委託に当たり、事業の目的及び内容を効果

的かつ効率的に実現するため、各業務の受託者として最も適した候補者（以下「受託候補者」

という。）の選定に関し必要な事項を定め、業務の品質確保に資することを目的とする。 
 
（適用） 
第２条 この要綱は、各業務の委託が、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に揚

げる場合に該当するものとして随意契約を行う場合に適用する。 
 
（募集） 
第３条 各業務の委託に係る募集要項（以下「募集要項」という。）に、別表に掲げる事項を

記載し、募集要項に沿った書類の提出を募るものとする。 
 
（選定委員会） 
第４条 受託候補者の選定に関する審議を行うために、「健康管理医業務等受託候補者選定委

員会」（以下「選定委員会」という。）を置く。 
 
（構成） 
第５条 選定委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

⑴ 行財政局人事部人事課人材育成担当課長 
 ⑵ 行財政局人事部人事課活性化推進係長 
 ⑶ 行財政局人事部人事課安全衛生係長 
 ⑷ 行財政局人事部人事課健康支援係長 
 ⑸ 行財政局人事部給与課公務災害係長 

⑹ 前各号に掲げる者のほか、行財政局人事部人事課人材育成担当課長が必要と認める職

員 
 
（評価方法） 
第６条 選定委員会は、別紙１健康管理医業務選定評価表、別紙２労働安全コンサルタント

業務選定評価表及び別紙３人事異動後面談業務選定評価表に基づき、第３条に基づき提出さ

れた書類について評価し、全ての評価者の平均点が最も高いものを受託候補者として選定す

る。 
２ 提出された企画提案書のうち、予定価格を上回るものについては、失格とする。 
３ 一者のみの応募の場合、平均点が５０点を超えた場合は、受託候補者として選定するも

のとする。 
 
（事務局） 
第７条 選定委員会の事務局は、行財政局人事部人事課安全衛生担当に置く。 
 



 
（補則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、受託候補者の選定に関して必要な事項は、行財政局

人事部人事課人材育成担当課長が定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成２６年２月２０日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２７年２月４日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 

 
別表 募集要項に記載する事項 

業務内容及び業務期間 
応募資格要件 
応募方法 
プロポーザルの手続の概要 
その他 

 



別紙１ 健康管理医業務選定評価表 
評価項目 評価基準 評価基準点 乗数 配点 

業務実績等 

受託の期間 
１年未満     １ 
１年以上３年未満 ３ 
３年以上     ５ 

×２ 

２０ 

受託の規模（事業所人数） 
300 人以上 500 人未満 １ 
500 人以上 1、000 人未満 ３ 
1、000 人以上    ５ 

×２ 

実施体制 

業務の実施に当たり、信頼 
できる実施体制が確保さ

れているか。 
５ ×３ 

３０ 研修会の参加等、健康管理

医の能力向上のための充

実した取組を行っている

か。 

５ ×３ 

健康管理医 
の能力等 

安全衛生に関して豊富な

知識・経験を有している

か。 
５ ×２ 

４０ 

自治体等で健康管理医と

しての豊富な指導実績・経

験を有しているか。 
５ ×２ 

事業所の実情に対する理

解力を有しているか。 
５ ×２ 

安全衛生担当及び健康管

理医間の連携が十分に取

れるか。 
５ ×２ 

価格 
１０点×（１－提示価格／予定価格） 
※小数点以下第１位を四捨五入する。 

※予定価格を上回る場合は失格とする。 
１０ 

合計 １００ 

 
 
 
 
 
 
 
 



別紙２ 労働安全コンサルタント業務選定評価表 
評価項目 評価基準 評価基準点 乗数 配点 

業務実績等 

受託の期間 
１年未満     １ 
１年以上５年未満 ３ 
５年以上     ５ 

×３ 

３０ 

過去５年間受託件数 
１５件未満      １ 
１５件以上３０件未満 ３ 
３０件以上      ５ 

×３ 

実施体制 

業務の実施に当たり、信

頼できる実施体制が確保

されているか。 
５ ×２ 

２０ 研修会の参加等、労安コ

ンサルタントの能力向上

のための充実した取組を

行っているか。 

５ ×２ 

労安コンサル

タントの能力

等 

労働災害及び安全衛生に

関して豊富な知識を有し

ているか。 
５ ×２ 

４０ 

自治体等で豊富な指導実

績・経験を有しているか。 
５ ×２ 

事業所の実情に対する理

解力を有しているか。 
５ ×２ 

業務の目的に合致した安

全診断報告書の作成が期

待できるか。 
５ ×２ 

価格 
１０点×（１－提示価格／予定価格） 
※小数点以下第１位を四捨五入する。 

※予定価格を上回る場合は失格とする。 
１０ 

合計 １００ 



 
別紙３ 人事異動後面談業務選定評価表 

評価項目 評価基準 評価基準点 乗数 配点 

業務実績等 

受託の期間 
１年未満     １ 
１年以上３年未満 ３ 
３年以上     ５ 

×２ 

２０ 

受託の規模（事業所人数） 
300 人以上 500 人未満 １ 
500 人以上 1、000 人未満 ３ 
1、000 人以上    ５ 

×２ 

実施体制 

業務の実施に当たり、信頼 
できる実施体制（巡回体

制）が確保されているか。 
５ ×２ 

４０ 

緊急時等の対応・体制が確

立しているか。 
５ ×２ 

安全衛生担当及び関係機

関との連携が十分に取れ

るか。 
５ ×２ 

研修会の参加等、カウンセ

ラーの能力向上のための

充実した取組を行ってい

るか。 

５ ×２ 

カウンセリング

能力等 

メンタルヘルス対策に関

する高度な専門的知識を

有しているか。 
５ ×２ 

３０ 
自治体等で豊富な指導実

績・経験を有しているか。 
５ ×２ 

職場環境等の実情に対す

る理解力を有しているか。 
５ ×２ 

価格 
１０点×（１－提示価格／予定価格） 
※小数点以下第１位を四捨五入する。 

※予定価格を上回る場合は失格とする。 
１０ 

合計 １００ 

 
 
 
 
 



採点方法 
 ⑴ 評価者（選定委員）は、各項目について、下表のとおり１～５の評価を行う。 
 ⑵ すべての評価者の点を平均した点数の算出は、小数点以下第２位を四捨五入して行

う。 
評価 

（審査基準点） 
評価内容 

５ 十分満足できる 
４ 満足できる 
３ 普通 
２ 満足できるレベルよりやや劣る 
１ 満足できない 

 


